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最近の子ども家庭行政の動向について
（前回児童部会（2019年3月4日開催）以降の主な動向）

「児童虐待防止対策の抜本的強化について」を関係閣僚会議決定 《Ｐ２》

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）が成立 《Ｐ６》

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び

効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法

律（令和元年法律第16号）が成立（母子保健法関係） 《Ｐ７》

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第26号）が成立（放課後児童クラブ等関係） 《Ｐ８》

民法等の一部を改正する法律（令和元年法律第34号）が成立（特別養子縁組関係） 《Ｐ10》

子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第41号）が成立 《Ｐ12》

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律（令和元年法律第46号）

が成立 《Ｐ13》

「婦人保護事業の運用面における見直し方針について」を発出 《Ｐ15》

3月19日

5月10日

5月24日

5月31日

6月 7日

6月12日

6月19日

6月21日
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昨今の虐待相談件数の急増、昨年の目黒区の事案、今年の野田市の事案等を踏まえ、以下の通り、児童虐
待防止対策の抜本的強化を図る。 本対策を実施するため、児童虐待を防止するための児童福祉法等の改正
法案を今国会に提出するとともに、２０２０年度予算に向け、さらにその具体化を図る。

① 体罰禁止及び体罰によらない子育て等の推進
・体罰禁止について法定化する。
・体罰や暴力による悪影響が広く理解され、体罰によらない子育てが進められるよう、普及啓発活動を行う。
・民法上の懲戒権の在り方について、施行後２年を目途に必要な見直しを検討する。

② 子どもの権利擁護の在り方に関する検討
・子どもの保護及び支援に当たって、子どもの意見表明権を保障する仕組みについて、施行後２年を目途に必要な検討を進める。

① 乳幼児健診未受診者等に関する定期的な安全確認

② 地域における相談窓口や子育て支援拠点の設置促進等
・子育て世代包括支援センターの2020年度末までの全国展開に向け設置を促進する。
・子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一体的運用ができるよう、要件の明確化・支援の拡充により、母子保健
分野と子ども家庭福祉分野の連携を強化し、切れ目ない支援を行うことができる体制整備を図る。

③ 相談窓口の周知・徹底
・１８９（いちはやく）の周知、啓発。通話料の無料化。

④ 学校等における虐待等に関する相談体制の強化
・スクールカウンセラーやＳＮＳ等を活用した相談体制を充実。

１ 子どもの権利擁護

２ 児童虐待の発生予防・早期発見

法

法

法

児童虐待防止対策の抜本的強化について①（平成31年３月19日関係閣僚会議決定）（ポイント）
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（１）児童相談所の体制強化
① 介入的な対応等を的確に行うことができるようにするための体制整備

・一時保護等の介入的対応を行う職員と支援を行う職員を分ける等の児童相談所における機能分化を行う。

② 児童相談所において常時弁護士による指導又は助言の下で対応するための体制整備
・児童相談所が措置決定その他の法律関連業務について、常時弁護士による助言・指導の下で適切かつ円滑に行うため、
弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
・関係団体の協力も得た採用活動、研修の充実、必要な支援等の拡充。

③ 児童相談所における医師・保健師の配置の義務化
・児童相談所における医師・保健師の配置の義務化。
・関係団体の協力も得た採用活動、研修の充実、必要な支援等の拡充。

④ 第三者評価など児童相談所の業務に関する評価の実施

⑤ 新プランに基づく児童福祉司の２０００人増等に向けた支援の拡充
・新プランに基づく人材確保が進むよう、採用活動に関する支援等の実施。
・専門性確保のため、児童相談所ＯＢの活用や人事ローテーションへの配慮の要請。

⑥ 児童福祉司等への処遇改善
・手当などによる児童福祉司等の処遇改善を図る。

３ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応

法

法

法

法

児童虐待防止対策の抜本的強化について② （平成31年３月19日関係閣僚会議決定）（ポイント）
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（２）児童相談所の設置促進
① 児童相談所の設置（管轄区域）に関する基準の設定

・児童相談所について、人口その他の社会的条件を勘案して政令において設置（管轄区域）に関する基準を定める。

② 中核市・特別区の児童相談所の設置の促進
・政府は、施行後５年間を目途に、施設整備、人材確保の状況等を勘案し、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、
施設整備、人材確保・育成の支援その他の措置を講ずる。その支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関
係団体との連携を図る。
・政府は、施行後５年を目途に、支援等の実施状況、児童相談所の設置状況及び児童虐待を巡る状況等を勘案し、施設整備、
人材確保・育成の支援の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
・中核市及び特別区における児童相談所設置に向け、支援を抜本的に拡充する。

③ 一時保護所の環境改善・体制強化
・適切な環境で一時保護できる受け皿確保及び個別的な対応ができる環境整備、職員体制の強化等

（３）市町村の体制強化
① 子ども家庭総合支援拠点に対する支援等の拡充

・2022年度までに子ども家庭総合支援拠点の全市町村設置に向けて、支援を拡充する。

② 要保護児童対策地域協議会の充実強化

（４）子ども家庭福祉に携わる者に関する資格化も含めた資質向上の在り方の検討
・児童福祉司等子ども家庭福祉に携わる者に関する資格の在り方を含めた資質向上策について、施行後１年を目途に検討する。

（５）学校・教育委員会における児童虐待防止・対応に関する体制強化
① 専門スタッフの学校・教育委員会への配置支援
・スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー、警察ＯＢの学校・教育委員会への配置を支援。

② 学校・教育委員会における児童虐待防止・対応に関する研修等の充実
・児童虐待対応マニュアルを作成、実践的な研修を推進。

３ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応

法

法

法

法

児童虐待防止対策の抜本的強化について③ （平成31年３月19日関係閣僚会議決定）（ポイント）

4



① 里親の開拓及び里親養育への支援の拡充
・里親の負担軽減（一時的に子どもを預かるサービスの利用促進）や手当の充実等。

② 特別養子縁組制度等の利用促進
・特別養子縁組の成立要件を緩和する（養子となる者の年齢の上限を引き上げる）等の見直しを行う。

③ 児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の推進

④ 自立に向けた支援の強化
・18歳到達後の者を含め、児童養護施設を退所した子ども等に対し、住まいの確保や進学・就職を支援する措置の拡充を図る。

（６）ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化等
① ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化

② 婦人相談所・一時保護所の体制強化

（７）関係機関間の連携強化等
① 学校・福祉施設等の職員に関する守秘義務の法定化

② 児童相談所・市町村における情報共有の推進
・全都道府県で、児童相談所と市町村の情報共有システムを推進。全国的な情報共有に向けた検討を進める。

③ 保護者支援プログラムの推進
・専門医療機関、民間団体と連携した実施、重大事例の検証を踏まえた活用方法の検討。

④ 児童相談所と警察の連携強化

⑤ 児童相談所・市町村、学校・教育委員会と警察との連携強化
・児童虐待に係る情報の管理、関係機関と連携した対応について周知徹底。

４ 社会的養育の充実・強化

３ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応

法

法

児童虐待防止対策の抜本的強化について④ （平成31年３月19日関係閣僚会議決定） （ポイント）
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律について

令和元年１０月１日 （一部の規定については、公布の日から施行）

施行期日

概要

１．基本理念

子ども・子育て支援の内容及び水準について、全ての子供が健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであることに加
え、子供の保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮されたものとする旨を基本理念に追加する。

※ 既に現行法に基づく個人給付の対象となっている認定こども園、幼稚園、保育所等については、子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）を改正し、
利用者負担を無償化する措置を講じる。

※ 就学前の障害児の発達支援についても、児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）を改正し、利用者負担を無償化する措置を講じる。

２．子育てのための施設等利用給付の創設

（１）対象施設等を利用した際に要する費用の支給

市町村は、 ①の対象施設等を②の支給要件を満たした子供が利用した際に要する費用を支給する。

①対象施設等
子どものための教育・保育給付の対象外である幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外保育施設（※）、預かり保育事業、
一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業であって、市町村の確認を受けたものを対象とする。

※ 認可外保育施設については、児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく届出がされ、国が定める基準を満たすものに限るが、５年間は届出のみで足りる
経過措置を設ける（経過措置期間内において、市町村が条例により基準を定める場合、対象施設をその基準を満たす施設にできることとする）。

②支給要件 以下のいずれかに該当する子供であって市町村の認定を受けたものを対象とする。
・ ３歳から５歳まで（小学校就学前まで）の子供
・ ０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供であって、保育の必要性がある子供

（２）費用負担

・ 本給付に要する費用は、原則、国が２分の１、都道府県が４分の１、市町村が４分の１を負担する。
※ 令和元年度に限り、地方負担部分について全額国費により補填するため、必要な規定を設ける。

（３）その他

・ 市町村が適正な給付を行うため、対象施設等を確認し、必要に応じ報告等を求めることができる規定を設ける。
・ 差押え、公租公課の禁止、給付を受ける権利に係る時効等の規定を設ける。
・ 特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）等の関係法律について、所要の改正を行うとともに、経過措置について定める。

我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを
行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設する
等の措置を講ずる。

6



デジタル手続法※における母子保健分野の改正事項について
※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第16号）

２．具体的改正内容

Ａ市 Ｂ市

年齢や受診状況に
応じた適切な健康診

査等の実施

転居

氏名
○○○○

被保険者証
記号・番号 987…

個人
番号 123…

氏名
○○○○

被保険者証
記号・番号 654…

個人
番号 123…

情報連携

区分 3～4か月 1歳6か月 3歳

受診 ○ ○ -

身長 50 80 -

体重 6.0 11.0 -

・・・ ・・・ ・・・ ・・・

区分 3～4か月 1歳6か月 3歳

受診 ○ - -

身長 50 - -

体重 6.0 - -

・・・ ・・・ ・・・ ・・・

１．概要

情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、

①行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続のオンライン原則に関する共通事項を定めるとともに、

②行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる。

デジタル手続法においては、母子保健分野についても、乳幼児健診の情報（受診の有無等）について、転居に際して転居先
市町村に電子的に引き継げるよう、母子保健法（昭和40年法律第141号）及びマイナンバー法（平成25年法律第27号）を改正
し、必要な措置を講じた。（令和元年５月31日施行）

健診対象者が転居した場合でも、転居先の自治体へ確実に引き継ぐことで、適切な健診等の実施に資するよう、①乳幼児健
診の情報（受診の有無等）をマイナンバー法の情報連携の対象とするとともに、②市町村が、健診対象者が過去に居住していた
市町村に対し、乳幼児健診の情報（受診の有無等）の提供を求めることができる旨の規定を母子保健法上に新たに設ける。
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律（第９次地方分権一括法）の概要

改正内容

施行期日 ⑴ 直ちに施行できるもの → 公布の日 ⑵ ⑴に依り難い場合 → ⑴以外の個別に定める日

第９次地方分権一括法

「提案募集方式（※地方の発意に根差した取組を推進するため、平成26年から導入）」に基づく地方からの提案について、「平成30年の地
方からの提案等に関する対応方針」（平成30年12月25日閣議決定）を踏まえ、都道府県から中核市への事務・権限の移譲や
地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等の関係法律の整備を行う。

【13法律を一括改正】

Ａ 都道府県から中核市への事務・権限の移譲 （１法律）

Ｂ 地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等（12法律）

・ 介護サービス事業者の業務管理体制の整備について、届出・立入検査等に係る事務・権限を都道府県から中核市へ移譲
（介護保険法）

・ 幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格要件等を緩和する特例の延長
（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、教育職員免許法）

・ 公立大学法人が、設立団体の長の認可を受けて、大学業務及び当該業務に附帯する業務に該当しない土地等を貸し付ける
ことを可能に（地方独立行政法人法）

・ 公立社会教育施設（博物館、図書館、公民館等）について地方公共団体の判断により、教育委員会から首長部局へ移管する
ことを可能に（社会教育法、図書館法、博物館法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律）

・ 放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数の基準について、従うべき基準から参酌すべき基準に見直し
（児童福祉法）

・ 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が、一定数量の火薬類を都道府県公安委員会の許可なく譲り受けることを可能に
（火薬類取締法）

・ 都道府県建築士審査会の委員任期について、都道府県が条例で設定できるよう見直し（建築士法）

・ 食品の特別用途表示の許可申請に係る都道府県経由事務の廃止（健康増進法）

・ 建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止（建設業法）
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Ｂ 地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等

○幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格要件等を緩和する特例の延長（就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、教育職員免許法）

・ 幼保連携型認定こども園について、2019年度末まで設けられている保育
教諭となることができる者の要件に係る特例※1を５年間（2024年度末まで）
延長する。
※1 保育士と幼稚園教諭免許の両方の資格を持つことが保育教諭となる要件であるところ、

片方の資格保有者でも保育教諭となることができる

・ 保育士登録を受けた者について、2019年度末まで設けられている幼稚園
教諭免許状の授与要件に係る特例※２を５年間（2024年度末まで）延長する。
※２ 幼稚園教諭による保育士資格の取得の特例については、厚生労働省告示において措置

・ これにより、施設における必要な人材確保、施設運営の安定化に資する。
（施行日：2020.４.１）

保育教諭の資格要件等を緩和する特例

2015.４ 2020.３ 2025.３

５年間の延長特例の期間

改正法律（子ども家庭局関係部分・抜粋）

○放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数の基準について、従うべき基準から参酌すべき
基準に見直し（児童福祉法）

・ 「放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数に係る基準」につ
いて、厚生労働省令で定める基準を参酌しつつ、市町村が条例で定めるこ
とができるようにする。

・ これにより、事業の質を担保した上で、地域の実情に応じた運営が可能と
なる。 （施行日：2020.４.１）

放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数

地域の実情に応じ、市町村が条例を定めることが
可能な「参酌すべき基準」に

国で一律に定める「従うべき基準」

9



民法等の一部を改正する法律の概要

改正の目的 児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため，特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により，制度の利用を促進。

見直しのポイント

厚労省の検討会において全国の児童相談所・民間の養子あっせん団体に対して実施した調査の結果
「要件が厳格」等の理由で特別養子制度を利用できなかった事例 ２９８件（Ｈ２６～Ｈ２７）

（うち「実父母の同意」を理由とするもの ２０５件・「上限年齢」を理由とするもの ４６件）

① 特別養子制度の対象年齢の拡大（第１）
② 家庭裁判所の手続を合理化して養親候補者の負担軽減（第２）

原則 特別養子縁組の成立の審判の申立ての時に６歳未満であること。
例外 ６歳に達する前から養親候補者が引き続き養育 ⇒ ８歳未満まで可。

１．改正前の制度

養子候補者の上限年齢

第１ 養子候補者の上限年齢の引上げ （民法の改正）

改正前の制度において上限年齢が原則６歳未満，例外８歳未満とされている理由
① 養子候補者が幼少の頃から養育を開始した方が実質的な親子関係を形成しやすい。
② 新たな制度であることから，まずは，必要性が明白な場合に限って導入。

【児童福祉の現場等からの指摘】 年長の児童について，特別養子制度を利用することができない。

２．改正の内容

養子候補者の上限年齢の引上げ等

⑴ 審判申立時における上限年齢（新民法第８１７条の５第１項前段・第２項）
原則 特別養子縁組の成立の審判の申立ての時に１５歳未満であること。
例外 ①１５歳に達する前から養親候補者が引き続き養育

かつ、②やむを得ない事由により１５歳までに申立てできず
※１５歳以上の者は自ら普通養子縁組をすることができることを考慮して１５歳を基準としたもの。

⑵ 審判確定時における上限年齢（新民法第８１７条の５第１項後段）
審判確定時に１８歳に達している者は，縁組不可。

⑶ 養子候補者の同意（新民法第８１７条の５第３項）
養子候補者が審判時に１５歳に達している場合には，その者の同意が必要。
（１５歳未満の者についても，その意思を十分に考慮しなければならない。）
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第２ 特別養子縁組の成立の手続の見直し （家事事件手続法及び児童福祉法の改正）

１．改正前の制度

養親候補者の申立てによる１個の手続

養親候補者
申立て

特別養子縁組の成立の審判手続 特別養子縁組
成立の審判

（審理対象）
・ 実親による養育が著しく困難又は不適当であること等
・ 実親の同意（審判確定まで撤回可能）の有無等
・ 養親子のマッチング
※ ６か月以上の試験養育

・ 養親の養育能力
・ 養親と養子の相性

・ 実親の養育能力
（経済事情や若年等）

・ 虐待の有無

【児童福祉の現場等からの養親候補者の負担についての指摘】
① 実親による養育状況に問題ありと認められるか分からないまま，試験養育をしな
ければならない。

② 実親による同意の撤回に対する不安を抱きながら試験養育をしなければならない。
③ 実親と対立して，実親による養育状況等を主張・立証しなければならない。

２．改正の内容

二段階手続の導入

⑴ 二段階手続の導入（新家事事件手続法第１６４条・第１６４条の２関係）
特別養子縁組を以下の二段階の審判で成立させる。
（ア） 実親による養育状況及び実親の同意の有無等を判断する審判（特別養子適格の確認の審判）
（イ） 養親子のマッチングを判断する審判（特別養子縁組の成立の審判）
⇒ 養親候補者は，第１段階の審判における裁判所の判断が確定した後に試験養育をすることができる（上記①及び②）。

⑵ 同意の撤回制限（新家事事件手続法第１６４条の２第５項関係）
⇒ 実親が第１段階の手続の裁判所の期日等でした同意は，２週間経過後は撤回不可（上記②）。

⑶ 児童相談所長の関与（新児童福祉法第３３条の６の２・第３３条の６の３）
⇒ 児童相談所長が第１段階の手続の申立人又は参加人として主張・立証をする（上記③）。

第１段階の手続
特別養子適格の
確認の審判

（審理対象）
・ 実親による養育状況
・ 実親の同意の有無等

養親となる者が第１段階の審判を申し
立てるときは，第２段階の審判と同時に
申し立てなければならない。

二つの審判を同時にすることも可能。
⇒ 手続長期化の防止

第２段階の手続

養親候補者申立て

実親は，第２段階には関与せず，同意を撤回する
こともできない。

（審理対象） ・ 養親子のマッチング※ ６か月以上の試験養育

特別養子縁組
成立の審判

試験養育
がうまくい
かない場合
には却下

児相長 or 養親候補者申立て
（イメージ図）

第３ 施行期日 【公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日】 11



子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 概要 
 

 

・ 2013 年に子ども貧困対策推進法が制定された際、法施行後 5 年を経過した場合の見直し条項が規定 

・ 関係団体からも、子ども貧困対策推進法の見直しを求める声 

 

 

 

 

１ 目的・基本理念の充実 

 （1）目的規定に、主に以下の事項を明記する。 
   ① 子どもの「将来」だけでなく「現在」に向けた対策であること 

   ② 貧困解消に向けて、児童権利条約の精神に則り推進すること 

 （2）基本理念に、以下の事項を明記する。 
   ① 子どもの年齢等に応じて、その意見が尊重され、その最善の

利益が優先考慮され、健やかに育成されること 

   ② 各施策を子どもの状況に応じ包括的かつ早期に講ずること 

   ③ 貧困の背景に様々な社会的要因があることを踏まえること 

２ 大綱の記載事項の拡充等 

 （1）大綱記載事項として、「一人親世帯の貧困率」及び

｢生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」とと

もに、検証評価等の施策の推進体制を明記する。 

（2）子どもの貧困対策会議が大綱案の作成及び変更の際に、

関係者の意見反映のための措置を講ずる旨を規定する。 

３ 市町村による貧困対策計画の策定 

市町村に対し、貧困対策計画を策定する努力義務を

課す。（都道府県については、既に措置済み） 

４ 具体的施策の趣旨の明確化等 

教育支援 教育の機会均等が図られるべき趣旨を明確化 

生活支援 子どもへの直接的な支援以外の支援も含む旨を強調 

就労支援 就労後の職業生活も支援対象となる旨を明確化 

調査研究 指標に関する研究を行う旨を明確化 

５ 検討規定 

  本法施行後 5 年を目途に見直す検討条項を規定する。 

本法案の提出の背景 

より充実かつ実効的な子どもの貧困対策を！ 
子どもの住む地域にかかわらず全国的に！ 

本法案の主な内容 

※ 本法公布後 3 月以内に政令で定める日から施行 
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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律（令和元年法律第46号）の概要

改正の趣旨

児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の所要の措置を講ずる。

１．児童の権利擁護【①の一部は児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法】

① 親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないこととする。児童福祉施設の長等についても同様とする。

② 都道府県（児童相談所）の業務として、児童の安全確保を明文化する。

③ 児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合においては、その児童の状況・環境等に配慮するものとする。

２．児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等

（１）児童相談所の体制強化等【①・⑥・⑦は児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法】

① 都道府県は、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講ずるものとする。

② 都道府県は、児童相談所が措置決定その他の法律関連業務について、常時弁護士による助言・指導の下で適切かつ円滑に行うため、

弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとするとともに、児童相談所に医師及び保健師を配置する。

③ 都道府県は、児童相談所の行う業務の質の評価を行うことにより、その業務の質の向上に努めるものとする。

④ 児童福祉司の数は、人口、児童虐待相談対応件数等を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。

⑤ 児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化により、職員の資質の向上を図る。

⑥ 児童虐待を行った保護者について指導措置を行う場合は、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を

行うよう努めるものとする。

⑦ 都道府県知事が施設入所等の措置を解除しようとするときの勘案要素として、児童の家庭環境を明文化する。

（２）児童相談所の設置促進【①は児童福祉法、②・③は改正法附則】

① 児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。

② 政府は、施行後５年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、施設整備、人材確保・育成の支援等の措置を講ずるものとする。

その支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。

③ 政府は、施行後５年を目途に、支援等の実施状況、児童相談所の設置状況及び児童虐待を巡る状況等を勘案し、施設整備、人材確保・

育成の支援の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

改正の概要

（令和元年６月19日成立・６月26日公布）
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（３）関係機関間の連携強化

【①は児童福祉法、②～④・⑤の前段は児童虐待の防止等に関する法律、⑤の後段は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律】

① 要保護児童対策地域協議会から情報提供等の求めがあった関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないものとする。

② 国及び地方公共団体は、関係地方公共団体相互間並びに市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、学校及び

医療機関の間の連携強化のための体制の整備に努めなければならないものとする。

③ 児童虐待を受けた児童が住所等を移転する場合に、移転前の住所等を管轄する児童相談所長は移転先の児童相談所長に速やかに

情報提供を行うとともに、情報提供を受けた児童相談所長は要保護児童対策地域協議会が速やかに情報交換を行うことができるための

措置等を講ずるものとする。

④ 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、正当な理由なく、その職務上知り得た児童に関する秘密を漏らしてはならないこととする。

⑤ ＤＶ対策との連携強化のため、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターの職員については、児童虐待の早期発見に努めることとし、

児童相談所はＤＶ被害者の保護のために、配偶者暴力相談支援センターと連携協力するよう努めるものとする。

３．検討規定その他所要の規定の整備

① 児童福祉司の数の基準については、児童福祉司の数に対する児童虐待相談対応件数が過重なものとならないよう、必要な見直しが

行われるものとする。

② 児童相談所職員の処遇改善、一時保護所等の量的拡充・一時保護の質的向上に係る方策等に対する国の支援等の在り方について、

速やかに検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

③ 民法上の懲戒権の在り方について、施行後２年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

④ 一時保護その他の措置に係る手続の在り方について、施行後１年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

⑤ 児童の意見表明権を保障する仕組みとして、児童の意見を聴く機会の確保、児童が自ら意見を述べる機会の確保、その機会に児童を

支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の権利擁護の在り方について、施行後２年を目途に検討を加え、

必要な措置を講ずるものとする。

⑥ 児童福祉の専門知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策について、施行後１年を目途に検討を加え、

必要な措置を講ずるものとする。

⑦ 児童虐待の防止等に関する施策の在り方について、施行後５年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

⑧ 通報の対象となるＤＶの形態及び保護命令の申立をすることができるＤＶ被害者の範囲の拡大、ＤＶ加害者の地域社会における

更生のための指導等の在り方について、公布後３年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

⑨ その他所要の規定の整備を行う。

令和２年４月１日（３②及び⑧については公布日、２（１）②及び⑤の一部については令和４年４月１日、２（２）①は令和５年４月１日。）

施行期日
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婦人保護事業は、これまで、ＤＶ、性暴力、貧困、家庭破綻、障害等、様々な困難を複合的に抱える女性の支援を行ってきた。
2018年７月からは、「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」（以下「検討会」という。）を開催し、婦人保護事
業の見直しを進めている。
これまでの検討会での議論等を踏まえ、当面の対応として、他法他施策優先に関する取扱いの見直しや一時保護委託の積極的
活用等をはじめ、婦人保護事業の運用面の改善について、次の各事項に速やかに取り組むとともに、2020年度予算に向け、その
具体化を図る。
その際、地方自治体に対しては、今回の改善等を通じて、相談から心身の健康の回復や自立支援に至るまで、すべての過程に
おける支援が、より当事者本位なものとなるよう、それらの趣旨を丁寧に説明し、理解を深めるとともに、その後の状況に応じて、必
要な対応を行う。
さらに、制度のあり方については、同検討会において引き続き議論を行い、本年８月を目途に議論の結果を取りまとめる。

婦人保護事業の運用面における見直し方針について

１ 他法他施策優先の取扱いの見直し

○ 婦人保護事業の対象となる女性の範囲については、平成14年の局長通知（※）で示しているが、このうち、「家庭関係の破綻、生
活の困窮等正常な社会生活を営む上で困難な問題を有する者」については、「その問題を解決すべき機関が他にないために、現に
保護、援助を必要とする状態にあると認められる者」としている。この結果、婦人相談所や婦人保護施設等において支援を受けるべ
き女性が他法他施策の事業に回され、婦人相談所の一時保護や婦人保護施設による支援に結びつかないといった実態がある。
このため、通知改正を行い、一人ひとりに寄り添った支援ができるよう、関係機関との十分な連携・調整の上で、必要な他法他施
策も活用しながら、婦人保護事業による支援が適切に提供されるようにする。

※ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対応した婦人保護事業の実施について（平成14年雇児
発第0329003号雇用均等・児童家庭局長通知）
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２ 一時保護委託の対象拡大と積極的活用

①一時保護委託の対象拡大等

○ 婦人相談所が行う一時保護については、一定の要件に該当する者について適切な保護が見込まれる場合には一時保護の委
託が可能であり、保護が必要な若年被害女性などへの本人の意向も踏まえた適切な支援を進めるため、民間支援団体に対する
一時保護委託の積極的な活用が図られるよう周知徹底する。
また、定員を超えた場合のみ一時保護委託が可能である対象者についても、本人の意向、状態及び状況等を踏まえた一時保

護委託が可能となるよう対象者の拡大を図り、より適切な支援が行えるようにする。

○ 一時保護委託の対象者の拡大に当たっては、一時保護を委託された施設が、必要に応じて婦人相談所の医学的又は心理学的
専門機能を活用することができるようにするとともに、入所者の処遇等について、婦人相談所と一時保護を委託された施設との間で
ケース会議を開催するなど緊密な連携が図られるよう周知徹底する。

②一時保護委託契約施設における一時保護開始手続きの再周知

○ 被害者が一時保護委託契約施設に、直接一時保護を求めた場合に、婦人相談所への来所を求めている実態があるが、この場
合、当該施設において、速やかに被害者の安全を確保したうえで、婦人相談所が一時保護の要否の判断等を行うこととしているこ
とについて改めて周知し、被害者の負担軽減が図られるよう徹底する。

３ 婦人保護施設の周知・理解、利用促進

○ 様々な困難を抱える女性への支援を担う婦人保護施設の役割及び支援の内容についての理解の促進を図るため、厚生労働省
ホームページやソーシャルメディアにおいて婦人保護施設の機能や取組等に関する情報提供を行うなどにより、市区町村の相談機
関等をはじめ、一層の周知に取り組む。
さらに、婦人保護施設の利用に当たっての分かりやすいパンフレットの作成等により、婦人保護施設への理解を広げる。
また、婦人保護施設での支援や生活を入所前にイメージが持てるような方法等について検討する。

○ 民間シェルター等の一時保護委託先からの婦人保護施設への直接入所措置について、柔軟な運用を促す。

○ 支援を必要とする若年妊婦等について、婦人相談所や児童相談所に対し、婦人保護施設への一時保護委託の積極的な活用を促
す。
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４ 携帯電話等の通信機器の使用制限等の見直し

○ 携帯電話等の通信機器については、位置検索機能やＳＮＳによる情報発信機能等により、ＤＶやストーカー等の加害者が、被害者
の居場所を特定し追跡することから、利用について一律に制限されていることがある。一方で、被害女性の自立に向けた求職活動や、
学校・職場への復帰に際しての連絡等においては、携帯電話等の通信機器の使用が必要であることから、携帯電話等の通信機器
の取扱い等に関する調査研究を実施した上で、安全性も考慮した新たな運用方法について検討し、一律に制限される取扱いを見直
す。

○ また、外出規制などの集団生活上の制限についても、その実態を把握の上、合理性、妥当性の観点から、留意点を整理する。

５ 広域的な連携・民間支援団体との連携強化

○ 全国知事会の下、都道府県間で申合せがなされている、配偶者からの暴力の被害者の一時保護に係る広域連携を実効性のある
ものとなるよう推進する。また、若年女性からの相談等に対応して多様な支援を行う民間支援団体が、当該若年女性が居住する地
域の婦人相談所、婦人相談員に、ケースを円滑につなぐことができるよう、当事者本位の視点から、婦人相談所等と民間支援団体と
の情報の共有等による広域的な連携や必要な支援のあり方について、「若年被害女性等支援モデル事業」の実施状況も踏まえ検討
する。

６ ＳＮＳを活用した相談体制の充実

○ 若年層のコミュニケーション手段の中心となっているＳＮＳを活用した相談体制を導入することにより、それを入り口として若年層を
はじめとした困難を抱えた女性が支援に円滑につながるよう、ＳＮＳを活用した相談窓口の安全な開設、人材育成及び運用方法、若
年層特有の課題やその背景についての十分な理解を前提とした相談後の関係機関との連携等について調査研究を実施し、相談体
制の充実を図る。
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７ 一時保護解除後のフォローアップ体制等の拡充

○ 一時保護退所後の支援の充実を図るとともに、保護命令期間経過後の支援の実態について把握し、必要な支援方策について検
討する。

○ また、婦人保護施設等退所後のアフターケアや、入所中の心身の健康の回復及び自立の促進を図るため、現在行っている「婦人
保護施設退所者自立生活援助事業」、「ＤＶ被害者等自立生活援助モデル事業」、「地域生活移行支援事業」等の更なる充実や民間
支援団体を活用した事業の委託などについて検討する。

８ 児童相談所との連携強化等

①ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化、体制強化
○ 第198回国会（通常国会）に提出した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」には、婦人
相談所、婦人相談員は児童虐待の早期発見に努めるとともに、児童相談所等はＤＶ被害者の適切な保護について協力するよう努め
ることとするなど、ＤＶ対策と児童虐待防止対策との連携強化の規定を盛り込んでいる。これを踏まえ、婦人相談員等の要保護児童
対策地域協議会への積極的な参加について、地方自治体に協力を求める。

○ 「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成３１年３月１９日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）に基づき、ＤＶ
被害者に同伴する子どもの支援の充実を図るため、婦人相談所に児童相談所等の関係機関と連携するコーディネーターを配置する
ほか、同伴児童も含めて適切な環境において保護することができるよう、心理的ケアや個別対応を含めた体制整備を進めるとともに、
専門職の配置基準や基準単価の見直し等について検討する。また、ＤＶと児童虐待の特性・関連性に関する理解を促進し、ＤＶ対応
を行う機関と児童虐待への対応を行う機関のそれぞれの情報を包括的にアセスメントするリスク判断の手法や、各機関の連携方法
を含めた適切な対応の在り方について、ガイドラインを策定する。

②婦人相談員の処遇について
○ 婦人相談員の処遇については、平成２９年度及び平成３０年度に実施した手当額の拡充をはじめとして、その実態や専門性を踏
まえ、適切な対応について検討する。併せて、研修の充実等による専門性の向上を図る。
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９ 婦人保護事業実施要領の見直し

○ 当面の対応として、売春防止法等の規定に基づく用語を除き、支援の実態にそぐわない用語や表現について、検討会での議論を
踏まえた適正化のための整理を行う。

10 母子生活支援施設の活用促進

○ 配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童について、母子生活支援施設による支援が適当な場合は、婦人相談所長は、売
春防止法第３６条の２の規定により、児童福祉法に基づく母子保護の実施に係る都道府県又は市町村（特別区を含む。）の長に報告
し、又は通知しなければならないことについて改めて周知する。

○ また、妊婦については、婦人保護施設での対応のほか、婦人相談所から母子生活支援施設への一時保護委託を行い、出産後は、
通常の入所に切り替えることが可能であることについても改めて周知し、妊娠段階から出産後まで一貫した母子の支援を行うことを
促すとともに、その状況について把握する。

なお、一定期間の養育ののち母子分離となり退所した場合は、その後の母子への支援も重要であるため、必要に応じて婦人相談
所及び児童相談所等の連携が図られるよう周知する。
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